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第６回 市区町村の支援業務のあり方に関する検討 WG 
資料７ 

平成 29 年２月２日 



市区町村における在宅支援 

第６回市区町村支援業務のあり方に関する検討
WG 

（第6回） 
平成27年２月２日 

井上登生 



市区町村における在宅支援の流れ 
ポピュレーション・アプローチとしての 

乳児全戸訪問事業・乳幼児健康診査等を通しての 
「気になる子ども」・「気になる妊婦・養育者」への気づき 

「気になる子ども」・「気になる妊婦・養育者」 
についての相談受理 

子どもの安全・安心の確認、養育者への支援 
の視点にたった家族全体のアセスメント 

初期アセスメント 
 

①緊急度アセスメント 
②リスクアセスメント 

要支援・要保護の段階（グレード）の決定 
１



http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000036189_1.pdf 

中板育美：「ハイリスク親支援グループ」より引用 
２



予防的啓発 

個別啓発 

要支援 

要保護 

健全育成 

：自律的な養育が可能 

虐待ハイリスク 

佐藤拓代氏作成：大阪府立母子保健総合医療センター 

３



市区町村における在宅支援の課題 

1. 要支援のあり方（アセスメント方法、どの部署が責任主体となるか）が、
各地方自治体で不均一 （できるだけ早急に整える必要あり） 

 
2.在宅支援のため市区町村が準備できるメニューが不均一 
 （3年を目途に整える必要あり） 
 
3.国際的には、在宅支援メニューで効果があるのは、①家庭訪問と②ペア
レント・トレーニングとなっているが、我が国の実情に合致したメニュー
として、どのようなものが有効であるか、まだ検討中である 
 ただ、保健師による妊娠期からの切れ目のない支援は、多くの自治体で
有効と考えられている 
 
4.市区町村においては、相談内容を客観的にアセスメントするために、す
でに公表されている児童虐待についての重症度を判定するツールは比較的
良く利用されている 
 しかしながら、市区町村でもっとも大事な、市区町村で子どもを育てて
いくことを支援するためのツールが少ない 

１
１
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「子どもが心配」のまとめ 

本委員会で、「子どもが心配」のヒアリングを行った理由 

① 市区町村が主となって行う社会的養育が必要な事例の大半は、ネグレクトおよびネグレクトにその他の虐待が合併した事例である。 
② ネグレクトは、その評価、重症度分類、支援のあり方などを客観的に行うことが難しく、現時点での我が国の現状では、市区町村による
考え方のばらつきが大きい。 
 

③ Graded Care Profile（以下、GCP）は、特にネグレクトに焦点をあてた測定ツールであり、子どもの養育に困難感を持つ養育者ととも
に、何が、どのように、うまくいかないかを明確にしていきながら、養育者の気づきを進め、養育者と支援者が一体となって、様々な特徴を
持った子どものケアのあり方を考えていくために重要なツールである。 
 

④ 岡山県は、自験例を通しネグレクトの対応の困難性を痛感し、GCPの導入を9年前より始め、現場で日本語版GCPを利用する保健師や
ソーシャル・ワーカー等と試行錯誤しながら開発を進めている。 
 子ども虐待予防の観点から「虐待と呼ばれる状態になる前からの子育て支援」を模索し続ける中で、岡山県の「子どもが心配」を基本とし
たアセスメント・ツールは、市区町村のポピュレーション・アプローチからみたツールとして、現場にとっても無理が少なく、かつ子ども虐
待予防効果が期待されると考えたのでヒアリングを提案した。 

文 献 

①「子どもが心配」チェックシート（パンフレット版）[平成22年度改訂] 
   http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/37642_1392777_misc.pdf 
 

②「子どもが心配」チェックシート（岡山版）[平成22年度改訂] 
   http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/37642_134724_misc.pdf 
 
③薬師寺真（2013）「子どもが心配」チェックシート（パンフレット版）の開発と活用. 
   子どもの虹情報研修センター：11：99-110   file:///C:/Users/inoue/Downloads/2519768.pdf 
 
④ Dr Leon Polnay and Dr O P Srivastava, Bedfordshire and Luton Community NHS Trust  and Luton Borough Council.    
 Graded Care Profile: A tool to measure: Neglect．Jan.2013． 
   http://www.devonsafeguardingchildren.org/documents/2014/11/graded-care-profile.pdf 
     ：GCPの位置づけ、使い方、考え方の説明書 
 

⑤ Trafford’s Graded Care Profile． 
   http://www.traffordccg.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/05/graded-care-profile-and-imagesTRAFFORDversion2Aug2010.doc 
                

⑥ The Graded Care Profile Pre-reading for Training – Hertfordshire：Undrestanding Neglect 
   http://www.hertfordshire.gov.uk/docs/doc/h/GCP_Understand_Neglect.doc                                        

３
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本表の数字は、資料用として 
あらかじめ加工されています 

こんにちは赤ちゃん訪問集計の一例① 

市区町村母子保健担当課による訪問事業の流れ 

① 事前情報および訪問結果をもとに、要保護児童対策地域協議会への報告（時に児童相
談所へ直接通告）の必要性、あるいは母子保健のみでの継続訪問の必要性を決定する 
 

② 継続訪問が必要な場合、要支援としての重症度判定、支援計画作成を行う 
 

③ 訪問を継続しながら、予防接種の進行状況、乳幼児健診受診状況、子どものケアにお
ける養育者の「子どもの発達に関する知識の獲得の程度」、「子どもの扱い方の技術の向
上状況」、乳児のいる家庭としての成熟度などを確認する 
 

④ 結果をもとに、要支援としての重症度判定の再判定を繰り返し、今後の方針を決める 
７



大阪府：市町村のための「市町村児童虐待防止と支援のあり方」の研究会 
 
1. 『市町村児童虐待防止と支援のあり方の研究会』報告書（平成25年３月） 
 http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/17/jidougyakutaibousi.pdf 
  ：大阪府の市区町村における児童虐待防止に向けた現状調査報告と「通告から支援へ」の提言、市区町村業務に役立つ  
  資料が多く掲載されている 
 

2.「今後の児童家庭相談体制のあり方に関する研究会 報告書」について（平成18年４月28日） 
 http://www.crc-japan.net/contents/notice/pdf/arikata.pdf 
 

3.大阪府健康医療部（医療・保健の現場における虐待予防） 
 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/4098/00210616/zentai2.pdf 

千葉県家族関係支援調整プログラム調査研究委員会（平成18年度） 
 
1.家族関係支援調整プログラム調査研究委員会の取組状況について（平成18年６月６日） 
 千葉県社会福祉審議会児童福祉専門分科会・社会的養護検討部会・家族関係支援調整プログラム調査研究委員会 
 https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/kenriyougo/toushin/documents/bukai18-1siryo6.pdf 
 
2.家族関係支援フロ゚クラ゙ム(試案) ～社会的養護か必゙要な子とも゙の健全な育ちのために～（平成19年３月） 
 https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/kenriyougo/toushin/documents/bukai18-2siryo4.pdf 
   
3.家族関係支援の手引き～切れ目のない支援の実現に向けて～（平成20年３月） 
 https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/shingikai/documents/kazokusien.pdf 
  ：家族関係支援を考える時に重要な視点を知ることができる。家族関係支援のためのアセスメントに必要な知識、アセ 
  スメントシート作成時の留意点など、現場に役立つ情報満載です 
 
4.千葉県子ども虐待対応マニュアル 
 https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/gyakutai/jidou/sankou/documents/honnpennsyoshikihenn.pdf 
 
5.千葉県子ども虐待対応マニュアル別冊資料編 
 https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/gyakutai/jidou/sankou/documents/bessatsushiryouhenn.pdf 

市区町村在宅支援に役立つ資料 

８



１. 厚生労働省雇用均等・児童家庭局：要保護児童対策地域協議会設置・運営指針（平成22年3月改訂版） 
２. 滋賀県健康福祉部子ども・青少年局：市町向けの子ども虐待対応マニュアル～未然防止から早期発見・対応、保護 子どもの自立支援
まで～（平成24年３月改訂版） 
   http://www.pref.shiga.lg.jp/e/kodomokatei/kosodatehomepage/child-abuse/files/honepen.pdf 
 ：平成28年改正児童福祉法の理念にもっとも近い考え方で、整理されているマニュアル   
 
３. 青森県：市町村と児童相談所の機関連携対応方針（平成25年７月改訂版） 
   http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/files/2013-0731-1837.pdf 
 
４. 在宅アセスメント研究会・加藤曜子：要保護児童対策地域協議会（市町村虐待防止ネットワーク）個別ケース検討会議のための在宅支
援アセスメント指標マニュアル（平成26年3月改訂版） 
 
５. 第１回市区町村の支援業務のあり方に関する検討WG（平成28年８月８日）追加資料 渡辺好恵構成委員提出資料 
 ： 平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業報告書 『子ども虐待等の子どもの被害、及び子どもの問題行動の予
防・介入・ケアに関する研究』 －地域が中心となった虐待の在宅養育支援に関する研究報告書－ ：市区町村での 子ども虐待在宅養育支援
の手引き：要保護児童対策地域協議会を中心に据えて －在宅養育支援は、子どもと親の未来ために－  
 
６. 市区町村の支援業務のあり方に関する検討WG 構成委員提出資料 （資料４、５とも確認できます） 

1. 奈良県医療政策部保健予防課：妊娠期からの母子保健活動マニュアル～乳児期早期の虐待予防に向けて～（平成25年８月） 
   http://www.pref.nara.jp/secure/106714/manual2013.pdf 
 
2. 東京都福祉保健局：要支援家庭の把握と支援のための母子保健事業のガイドライン 
   http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/koho/youshien_guideline.html 
 
3. 東京都福祉保健局：東京の母子保健（平成28年１月改訂版） 
  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/koho/tokyo_no_boshihoken.files/tokyonoboshihoken28.pdf 
 
4. 平成24年度厚生労働科学研究費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業) ：乳児家庭全戸訪問事業における訪問拒否等対応困
難事例への対応の手引き ：http://www.aiikunet.jp/wp-content/themes/aiikunet/pdf/kenkyu_tebiki.pdf 
 
5. 大阪府健康医療部保健医療室地域保健課母子・援護グループ：保健師のための子ども虐待予防のポイント(平成27年４月）    
  http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/boshi/hokensi_manual.html 
 
6. 平成13年度厚生科学研究補助金「子ども家庭総合研究事業」地域保健における子ども虐待の予防・早期発見・援助に係る研究報告書 
 ： 子ども虐待予防のための保健師活動マニュアル～子どもに関わるすべての活動を虐待予防の視点に～＜マニュアル版＞ 
  http://rhino.med.yamanashi.ac.jp/sukoyaka/pdf/gyakum.pdf 
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ィ

ネ
ー

タ
ー

事
業

萩
山

実
務

学
校

全
体

改
築

工
事

乳
児

院
医

療
体

制
整

備
事

業

(乳
児

院
・

児
童

養
護

施
設

)里
親

支
援

専
門

相
談

員

先
天

性
代

謝
異

常
等

検
査

ジ
ョ

ブ
・

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

事
業

児
童

養
護

施
設

の
退

所
者

等
就

業
支

援
事

業

不
妊

・
不

育
症

へ
の

支
援

（
不

妊
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療
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経
済

的
支

援
／

不
妊
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不

育
症

の
電

話
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談
）

小
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模
保

育

病
児

・
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後
児
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進
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業

妊
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出
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化
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育
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ト
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援
事

業
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産

・
子

育
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応
援

事
業

（
ゆ

り
か

ご
・

と
う

き
ょ

う
事

養
育

支
援

訪
問

事
業

要
支

援
家

庭
を

対
象

と
し
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テ
イ

子
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援
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修
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域
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※ 平成２７年度主要事業

区 分 思春期 結 婚 妊 娠 出 産・出 生 １ 歳 ２ 歳 ３ 歳 ６ 歳

東
京
都

広
域
的
・
専
門
的
サ
ー

ビ
ス
・
技
術
支
援
等

18 歳

区
市
町
村

健
康
教
育

健
康
診
査

保
健
指
導

母子健康手帳交付

妊婦健診（一般・超音波）

妊婦健診（歯科）

妊婦精密健診

先天性代謝異常等検査

１歳６か月児健診
　（一般・歯科）

産婦健診 ３～４か月児健診

６か月児健診

９か月児健診

１歳６か月児精密健診

３歳児健診
　（一般・歯科・視覚・聴力）

３歳児精密健診

妊婦健診
・都内共通ルール設定
　→ 区市町村・医師会・国保連調整等 医療機関の虐待対応力強化

・専門研修（児童虐待対応）
・地域における虐待対応力向上研修

母子保健運営協議会
母子保健事業評価部会

母子保健事業報告年報

母体保護法に関する業務
（受胎調節実地指導員指定事務）

母子保健研修

都・区市町村母子保健担当者連絡会

子供の心診療支援拠点病院事業

災害用ミルク・哺乳瓶の備蓄

思春期から更年期までの母性保健向上事業

要支援家庭の早期発見・支援事業（子供家庭支援区市町村包括補助事業）

出産・子育て応援事業（ゆりかご・とうきょう事業）（区市町村補助）

生涯を通じた女性の健康支援事業（電話相談、普及啓発）

TOKYO子育て情報サービス

母と子の健康相談室（小児救急相談）

療育相談

SIDS対策

乳幼児発達健診（市町村補助）

乳幼児保健指導

未熟児訪問指導

妊産婦訪問指導・保健指導

新生児訪問指導

乳幼児経過観察健診　乳幼児発達健診　乳幼児歯科相談等

乳児精密健診

母親・両親学級（育児科）母親・両親
学級（母性科）

６
　

事
業

体
系

図
　
　

①
母

子
保

健
事

業
の

ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
別

体
系

図

-
 
2
0
1
 
-



 
 
 

◇

５

◇保護者の子どもへの関わりが変化し
　親子関係が改善し家庭復帰
◇積極的に受講
◇子どもへの謝罪プロセス

◇保護者の状況が改善せず別のパーマネンシープラン
　（里親･養子縁組）を検討
◇児相の関わりに拒否的でプログラムを受け入れない
◇保護者の状況が改善しないため子どもには自立に向けた
　援助を検討した

　
自
立
支
援

　相談への意欲と虐待の認知状況からのタイプ分け
　虐待者の心理･行動特徴に基づくタイプ分け

・命にかかわるという視点
　　支援者には子どもの命を救う使命がある。
・世代を超えて連鎖することを防止する視点
　　連鎖を断ち切れる可能性としては、
　・その子の中に“ 自分を無条件に受け入れて
　　くれた大人が一人はいる” という感覚を
　　つくること。
　・自分の痛みを受身で理解し読み取ってくれた
　　察してくれた、分かってくれた、と子どもが
　　感じること。

「市町村子ども虐待防止ネットワーク対応マニュアル」
「子ども虐待対応実践マニュアル」
「千葉県児童相談所子ども虐待対応マニュアル」　　　参照

①緊急度
②リスク

アセスメ
ント

虐
待
相
談
・
通
告
・
受
理
・
調
査

在
宅
支
援

親
子
分
離
（
施
設
入
所
等
）

支
援
終
結

家 族 関 係 支 援 の 流 れ （ 試 行 版 ）
家族関係支援プログラム

子どもへの不適切なか
かわりに対する保護者
の自分の行為への直面
化（告知）
視点・ポイント・姿勢
◆虐待告知＝
・親の行為は間違ったもの
　で　あり、子どもに悪影
　響を与えていることを明
　確に伝えること
・子どもにとっての加害者
　である親も元は被害者
　だったことが多いので
・そこをどう援助していく
　かという視点をどこかに
　持つ必要がある
・親を責めるのみが目的で
　はない
◆支援受け入れの勧奨
・親の動機づけを
　高められるような
　ケースワーク手法の駆使
　創意工夫の必要
・支援終結までの支援プロ
　セスの提示
・今後の支援の見通し
　具体的に何が改善できれ
　ばよいのか
・支援目標を含めたプログ
　ラムを同時に親に提案
　提示する
・援助を受けることの必要
　性を自ら認識できるよう
　な援助
・“ 点≒これで終わり” で
　はなく“ 面≒これが始ま
　りでこれからも続く” で
　の支援の用意があること
　の提案
◆伝え方の工夫
・ヴィジュアルに
・いつ
・誰が
・どのタイミングで
・繰り返す必要性

③家族関
係支援の
ためのア
セスメン
ト

心理社会
的アセス
メント
保護者の
虐待の認
知状況の
把握

家
族
機
能
改
善
（
家
庭
復
帰
）
の
可
能
性
あ
り

家族機能改善（家庭復帰）の可能性なし
虐待否認　放棄　親権喪失等

保護者支援プログラム　≪児相・保健所・医療機関・民間等≫
☆暴力的でないしつけ法習得のための治療的教育援助
　ペアレントトレーニング、ＣＳＰ等の受講
　虐待行為の抑制
☆発生メカニズムの理解の促進
　引き離されざるを得ない事態になった親側の背景の理解･内省の促進
☆子どもに対する認知の歪みの修正
☆保護者カウンセリング
　親のトラウマ治療・自己育成

子どもケアプログラム　≪児相・施設等≫
◇安全で脅かされない安心できる生活の保障
◇予測可能な生活の提供
◇養育の連続性の保持
◇継続的な人間関係
◇愛着促進的関与
◇被保護感の形成
◇守られている大切にされている感覚を持てるようにする
◇世代間連鎖を断つことをターゲットとした受容的関わり
◇達成感等を経験させ自己肯定感を養う
◇学習支援
◇心的外傷に焦点を当てた子どもへの心理療法
◇子どもの家族に対する思いの支援

親子交流プログラム　≪手紙・電話・面会・外出・外泊≫
◇場所（児童相談所･施設・その他）
◇方法（職員立会・職員非立会）
◇開始期間（早くて１か月･１年以上空けることも）の工夫
◇親子グループの活用
※ネグレクトの場合は積極的に愛着形成促進のための交流もある
※職員の虐待の再現を見抜く視点を養う研修の充実

永続的･恒久的な人間関係が保障できる環境の整備
（養子縁組･里親等産みの親以外のパーマネンシープランの検討）

家族機能
改善（家
庭復帰）
の可能性
あり

家族機能
改善（家
庭復帰）
の可能性
なし

③家族関
係支援の
ためのア
セスメン
ト

　
　
援
助
プ
ラ
ン

　
　
　
個
々
の
事
例
に
応
じ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供

③
家
族
関
係
支
援
の
た
め
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

ア
フ
タ
ー
ケ
ア
・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

在
宅
支
援

家
庭
復
帰

家
族
交
流
は
維
持
す
る
が
家
庭
復

帰
は
し
な
い

子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）を活用しての合意形成
（　支援機関間での情報の共有　／　一個人でなく一機関での対応　／　担当の異動による“ふりだしに戻る”をなくす工夫　／　フットワーク・チームワーク・ネットワーク　／　できる機関が主体的に可能な声や支援を展開する

共通の言葉での話しあい　／　各支援機関の特徴・機能を共有し互いの専門性の批判ではなく悩みや限界を率直に話せる関係性で責めない責められない　／　一枚岩の連携と矛盾のない一貫した支援　）

家族機能
改善の可
能性あり

家族機能
改善の可
能性低い

援
助
プ
ラ
ン

個
々
の
事
例
に
応
じ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供

自
立
支
援
計
画
策
定

①
緊
急
度
②
リ
ス
ク
　
ア
セ
ス
メ
ン
ト

家
族
関
係
支
援
コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム

支援を受け入れる気持ちがある
　
　・虐待（養育の不適切さ）を認め援助を求めている
　・虐待は認めていないが援助を求めている
　・児相が家庭復帰の条件としてプログラム受講を提示
　・育児不安がある
　・養育知識・技術が不十分な保護者

支援を受け入れる気持ちがない（消極的・拒否的）
◆支援を受け入れることへの勧奨
　◇支援受け入れへの動機づけのための
　　　　　　　　　　　　　　　ソーシャルワーク
　◇支援受け入れに向けた指導
　　・児童福祉司指導（児童福祉法27条1項2号による措置）
　　・保護者に対する指導勧告
　　・説得
　　・命令
　　・援助方針及び支援終結までの
　　　　　　　　　　　　　支援プロセスの再提示
　　（面会・通信の制限）
◆認識促進
　◇虐待への認識（内省）促進（≠反省）

支援を受け入れる気持ちがない（消極的・拒否的）
　◆支援を受け入れることへの勧奨
　　◇支援受け入れへの動機づけのためのソーシャルワーク
　　◇支援受け入れに向けた指導
　　　・児童福祉司指導（児童福祉法27条1項2号による措置）
　　　・保護者に対する指導勧告
　　　・説得
　　　・命令
　　　・援助方針及び支援終結までの支援プロセスの再提示
　◆認識促進
　　◇虐待への認識（内省）促進（≠反省）

支援を受け入れる気持ちがある
　・育児不安がある
　・養育知識・技術が不十分な保護者
　・虐待（養育の不適切さ）を認め援助を求めている
　・虐待は認めていないが援助を求めている

①緊急度アセスメント
②リスクアセスメント

直 面 化

子育て支援プログラム　≪含地域機関での支援プログラム≫
◆各種支援の展開　　　　＊保護者により近い市町村が中心的に関与
　・訪問による相談・育児・家事支援（子育て知識・技術の提供）
　・一時（短期）預かり支援（レスパイト事業）
　・通所による相談・交流事業
　・保育所・学校での支援

◆保護者支援プログラム
　・ペアレントトレーニングプログラム等

家庭復帰困難だが別形態の家族関係支援の可能性がある

家庭復帰可能

◇家庭復帰は困難だが親子交流は可能になった

家庭関係支援不可能

家庭復帰時期尚早
◇子どもへの関心が薄く受講意欲がない
◇プログラム受講にムラがあり安定しない
◇子どもを家庭に復帰させるため止むを得ず
　受講している
◇経済的な理由から継続的な受講が困難
◇入院･拘留により受講が困難

一
時
保
護
な
し

一
時
保
護
あ
り

初期アセスメント

保護者タイプによる理解の試み

虐 待 の 重 篤 度 に つ い て

視点・ポイント・姿勢
・子どもの年齢
・虐待種別
・重症度
・支援終結までのプロセス
　等を意識してアセスメントすること
・虐待メカニズムの理解を試みる
　（虐待発生背景の理解の試み）
　（夫婦関係のアセスメント）
　（親が家族機能を備えているか
　　いないかの見立て）

・職権保護
・立入調査
・強制施設入所措置（２８条）
　等適宜権限行使適用の判断

（
自
立
支
援
計
画
策
定
）

　　　　　　養育環境調整のためのソーシャルワーク（具体的援助）　≪係わる機関：児童相談所・母子保健・精神保健・医療機関・母子福祉・子育て支援担当部署・生活保護担当部署・ＤＶ担当部署　等≫
　　　　　　　　　☆経済的問題・夫婦関係・近隣関係・住環境・就労・介護・公的扶助・人間関係調整等の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ≪局面によって主となる部署は変わる≫
　　　　　　☆精神疾患や薬物依存症等への治療

家
族
関
係
支
援
コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム

◆子どもケアプログラム
　・通所支援等

◆親子交流プログラム
　・グループ支援等
　　親子関係を深める（親子関係調整・情緒的関係再形成・葛藤解消）
　　家族機能の維持

ina-book-base-2015

千葉県社会福祉審議会・児童福祉専門分科会社会的養護検討部会・家族関係支援調整プログラム調査研究委員会（平成19年３月）
家族関係支援プログラム(試案) ~社会的養護が必要な子どもの健全な育ちのために~     ５ページより抜粋
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（
定
例
・
緊
急
）

受
理
会
議

通
告
受
理

初
期
調
査

援
助
方
針
会
議

ケ
ー
ス
検
討
会
議

初
期
ア
セ
ス
メ
ン
ト

◇
保
護
者
タ
イ
プ
に
よ
る
理
解
の
試
み

◇
直
面
化
（
告
知
）

◇
重
篤
度
（
世
代
間
連
鎖
防
止
の
視
点
）

　　　子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）を活用しての合意形成

一
時
保
護
な
し

施
設
入
所
・
里
親
委
託
等

在
宅
支
援

勧
奨

支
援
プ
ラ
ン

支
援
拒
否

支
援
受
入

支
援
プ
ラ
ン
見
直
し

支
援
終
結

支
援
プ
ラ
ン
見
直
し

・
家
庭
復
帰
時
期
尚
早

・
分
離
を
保
持
し
交
流
を
維
持
す
る

支援に対して一貫した態度をとらず

断続的に子どもとの交流を求める

支援を受けるが問題が改善しない

支援を受け問題が改善

支
援
プ
ラ
ン

＜
自
立
支
援
計
画
策
定
＞

家族関係支援のためのアセスメント

永続的・恒久的な人間関係が保障できる環境の整備

一
時
保
護
あ
り

家族機能改善の可能性が極めて低い

☆
子
育
て
支
援

・
訪
問
支
援
　
・
一
時
預
か
り
　
・
通
所
相
談
等

☆
保
護
者
支
援

・
養
育
ス
キ
ル

・
心
理
教
育

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

☆
親
子
交
流
支
援

・
面
会
通
信
の
制
限
（
接
近
禁
止
）

・
面
会
等
約
束
の
実
行

☆
子
ど
も
ケ
ア

・
訪
問
支
援

・
通
所
相
談
等

☆
親
子
交
流
支
援

・
グ
ル
ー
プ
支
援
等

☆
保
護
者
支
援

・
養
育
ス
キ
ル

・
心
理
教
育

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

☆
子
ど
も
ケ
ア

・
生
活
の
保
障

・
セ
ラ
ピ
ー

家
族
関
係
支
援
の
流
れ

支
援
拒
否

支
援
受
入

　
　
　
 ２
８
条
　
　
　
　
　
同
意

支援を受けるが問題が改善しない

（リスクが高い）

支援を受けるが問題が改善しない

（リスクは低減）

支援を受け問題が改善

支援を受けようとしない

勧
奨　
　
　
指
導
措
置
　
　
or　
  継
続
指
導

　
　
　
指
導
措
置
　
　
or　

  継
続
指
導

ア
フ
タ
ー
ケ
ア
・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

家
族
関
係
支
援
コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム

緊急度アセスメントシート

リスクアセスメントシート

ア
セ
ス
メ
ン
ト
局
面

自
立
　
支
援

　　　養育環境調整のためのソーシャルワーク（生活改善支援）
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緊
急
度
ア
セ
ス
メン
トシ
ー
ト

児
童
氏
名
                              （作

成
日
    年

    月
    日

）
 

                                     

□
 
子
ど
も
自
身
が
保
護
・
救
済
を
求
め
て
い
る

 
□
 
保
護
者
が
子
ど
も
の
保
護
を
求
め
て
い
る

 
□
 

 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES YES 

□
 
虐待によるのではない子どもの成育上の問題（発達の遅れ、障害など）

□
 
子どもの問題行動（攻撃的、盗み、徘徊、自傷行為、過食など）

□
 
保
護
者
の
生
育
歴
（
被
虐
待
歴
、
愛
さ
れ
な
か
っ
た
思
い
な
ど
）

□
 
子どもへの養育態度や知識の問題（意欲の欠如、知識不足など）

□
 
家族状況（祖父母等含む保護者の死亡・失踪、離婚、妊娠・出産、ひとり親等）

□
 

 

□
 
子
ど
も
へ
の
拒
否
的
感
情
、
態
度

 
□
 
精
神
状
態
の
問
題
が
あ
る
（
う
つ
的
、
育
児
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
な
ど
）

□
 
ア
ル
コ
ー
ル
、
薬
物
等
の
問
題
が
あ
る

 
□
 
性
格
的
問
題
（
衝
動
的
、
攻
撃
的
、
未
熟
性
）

 
□
 
行政機関等からの援助に拒否的、あるいは改善がみられない

□
 
家
族
や
同
居
者
間
で
の
暴
力
（

D
V
等
）
、
不
和

 
□
 
子どもの日常的な世話をする人、支援してくれる人がいない

□
 

 

□
 
保
護
者
へ
の
拒
否
感
、
お
そ
れ
、
お
び
え
、
不
安
が
強
い

□
 
無表情・表情が暗い・過度のスキンシップを他の大人に求める

□
 
虐
待
に
起
因
す
る
身
体
的
症
状
（
発
育
・
発
達
の
遅
れ
、
腹
痛
等
）

□
 

 

□
 
確認
に
は
至ら

な
い
もの

の性
的
虐待

の疑
い
が濃
厚

 
□
 
「このままでは何をするかわからない」「殺してしまいそう」などの訴え

□
 

 

□
 
性
的
虐
待
（
性
交、

性
的
行
為
の
強
要
、
妊
娠
、
性
感
染
症
罹
患
）

□
 
致
死
的
な
外
傷
、
内
臓
破
裂
、
頭
蓋
骨
骨
折
、
火
傷
な
ど

□
 
ネ
グ
レ
ク
ト
（
栄
養
失
調
、
衰
弱
、
脱
水
症
状
、
医
療
放
棄
）

□
 

 

□
 
乳
幼
児
・
多
胎
児
・
低
出
生
体
重
児
・
虚
弱
児
で
あ
る

□
 
生命に危険な行為(頭部・顔面打撲、首絞め、戸外放置、溺れさせる、シェーキング)

□
 
性
行
為
に
至
ら
な
い
性
的
虐
待
 

□
 
 

□
 
新
旧
混
在
し
た
傷
や
、
入
院
歴
が
あ
る

 
□
 
過去に、通告、一時保護歴、施設入所歴、きょうだいの虐待歴がある

□
 
保
護
者
に
虐
待
の
自
覚
、
認
識
が
な
い

 
□
 
保護者が精神的に不安定で、判断力が衰弱している 

□
 

 

 

NO 

緊
急
度
B 

集
中
的
な支
援
 

場
合
に
よ
っ
て

は
一
時
保
護
を

検
討
 集
中
的
 

支援の実施 

緊
急
度
AA 

緊
急
一
時
保
護

を検
討
 

分離を前提 
とした

 
緊
急
介
入
 

※
 判
断
に
あ
た
っては

、各
チ
ェック項

目
を参
考
に
す
ること。参

考
に
出
来
る情
報
が
これ
以
外
に
あ
る場
合
は
空
欄

に
記
入
す
ること。  

        厚
生
労
働
省
「子
ども虐

待
対
応
の
手
引
き」（平

成
19年

1月
改
訂
版
）を参

考
に
作
成 

発生(再発)
防止のための 
緊
急
支
援
 

発
生
前
の
一
時

保
護
を検
討
 

緊
急
度
A 

継
続
的
・総
合

的
な支
援
 

場
合
に
よ
っ
て

は
一
時
保
護
を

検
討

 継
続
的
 

総
合
的

支援の実施 

緊
急
度
C 

NO 

NO 

NO 

NO 

YES NO 

NO 

YES 

①
子
どもや

保
護
者
が
 

保
護
を求
め
てい
る 

②
子
どもや

保
護
者
が
 

訴
え
てい
る状
況が
 

切
迫
してい

る 

③
子
ど
もに
す
で
に
重
大

な結
果
が
生
じてい

る 

④
重
大
な
結
果
が
生
じ

る
可
能
性
が
高
い
 

⑤
虐
待
を繰
り返
す
可
能

性
が
高
い
 

⑥
子
どもに

虐
待
の
影
響

が
明
らか
に
出
てい
る 

⑦
保
護
者
に
虐
待
に
つ
な

が
る危
険
が
あ
る 

⑧
虐
待
発
生
の
可
能
性

が
家
庭
環
境
に
あ
る 

初
期
ア
セ
ス
メ
ン
ト
段
階
（
在
宅
支
援
）
で
使
用
す
る
「
緊
急
度
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
」（
参
考
）
 

   

こ
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
は
、
４
８
時
間
ル
ー
ル
に
基
づ
き
、
主
に

“
子
ど
も
の
命
を
な
く
さ
な
い
”
視
点
で
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

従
っ
て
、
背
景
に
重
篤
な
心
理
的
虐
待
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス

（
幼
児
が
家
出
を
繰
り
返
す
等
）
の
場
合
に
は
、
支
援
者
が
随
時
空
欄
に

重
要
と
判
断
す
る
項
目
を
付
け
足
し
な
が
ら
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
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初
期
ア
セ
ス
メ
ン
ト
段
階
（
在
宅
支
援
）
で
使
用
す
る
「
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
」（
参
考
）
 

 
 

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
 

（
 
初
回
 
・
 
 
 
 回
目 
）
 

 
   

虐
待
の
種
類
（
主
◎
 
従
○
）
 
身
体
 ・
 性
的
 ・
 ネ
グ
レ
ク
ト
 ・
 心
理
 

子
ど
も
の
年
齢
（
 
 
 
 
歳
）
0～
2歳
 ・
 ～
5歳
 ・
 6歳

以
上
 

虐
待
者
 
右
図
（
主
◎
 
従
○
）
 
 

 １ 虐待の程度 ＊ （生命・重度：はい 中度：やや  軽度：いいえ） 
生命（頭部外傷のおそれ 乳幼児を投げる 逆さ吊り 布団蒸し 脱水 
   明らかな衰弱 乳幼児で医療受診させない 首を絞める 水につける 
   踏みつける 頭部を殴る） 
重度（医療を必要とする外傷 打撲 目の外傷 火傷 幼児の打撲） 
中度（慢性のあざや傷痕 噛み跡 生活環境不良で改善なし 放置） 
軽度（跡が残らない暴力 健康問題が起きない程度のネグレクト） 

はい
やや

いいえ
不明
以
下
、該
当
項
目
と思
わ
れ
るもの

全
て
を○
で
囲
ん
で
くだ
さい
。

養
育
者
は
、家
族
の
中
で
誰
か
が
該
当
す
れ
ば
○
。

2 虐
待
の
継
続
＊

繰
り返
し・常

習
・子
を何
日
も放
置
す
る

3 関
係
機
関
か
らの
情
報

医
療
・保
健
・警
察
・学
校
・幼
稚
園
・保
育
所
・福
祉
事
務
所
・民
生
児
童
委
員
・近
隣
住
民
・施
設
・そ
の
他

4 虐
待
歴

入
院
施
設
歴

5 性
的
虐
待
＊

疑
い
・性
病
・妊
娠

6 養
育
者
の
被
虐
待
歴

被
虐
待
歴
・愛
され
な
か
った
思
い
・厳
しい
しつ
け
を受
け
て
きた

7 家
族
問
題

夫
婦
不
和
・夫
婦
間
暴
力
・別
居
・家
出
・未
婚
・離
婚
・内
縁
・家
族
構
成
の
変
化

8 経
済
問
題

借
金
多
い
・生
活
苦
・失
業
・転
職
・計
画
性
欠
如

9 生
活
環
境

劣
悪
な
住
居
環
境
・安
全
確
保
へ
の
配
慮
な
し・事

故
防
止
不
足

10 子
を守
る人
な
し＊

同
居
中
の
人
で
日
常
的
に
子
ど
もを危

険
か
ら守
る人
が
い
な
い
・危
険
な
とき子

の
逃
げ
場
が
な
い

11 精
神
的
状
態

うつ
的
・精
神
症
状
・通
院
が
で
きに
くい
・服
薬
が
で
きて
い
な
い
・疑
い
は
あ
るが
通
院
歴
な
し

12 性
格
的
問
題

衝
動
的
・未
熟
・攻
撃
的
・偏
り・共

感
性
欠
如
・人
との
関
わ
り嫌
い
・被
害
的
・そ
の
場
逃
れ
・嘘
が
多
い

13 ア
ル
コー
ル
・薬
物
＊

ア
ル
コー
ル
の
匂
い
・視
線
が
うつ
ろ・会

話
しに
くい
・疑
い
・依
存
症

14 家
事
・育
児
能
力
＊

送
迎
が
で
きな
い
・障
害
の
た
め
能
力
低
下

年
齢
＊

３歳
未
満

15 身
体
の
状
態
＊

低
身
長
・体
重
増
加
不
良
・発
育
不
全
・（発

達
・身
体
）障
害
・持
病
・皮
膚
疾
患

16 精
神
の
状
態
＊

笑
わ
な
い
・表
情
が
乏
しい
・視
線
が
合
い
に
くい
・言
葉
の
遅
れ
・睡
眠
リズ
ム
・抜
毛
・自
傷

17 日
常
的
世
話
の
欠
如

ひ
ど
い
オ
ム
ツか
ぶ
れ
・身
体
衣
類
の
汚
れ
・異
臭
・非
衛
生
・不
潔
・季
節
に
合
わ
な
い
衣
服

18 問
題
行
動

激
しい
癇
癪
・落
ち着
きな
し・多

動
・注
意
惹
き行
動
・攻
撃
的
・遺
尿
・過
食
異
食
・性
的
行
動
・噛
む

万
引
き・火

遊
び
・夜
間
徘
徊
・家
出

19 意
思
・気
持
ち＊

家
に
帰
りた
が
らな
い
・親
の
前
で
萎
縮
・親
が
来
て
も無
表
情
・親
の
口
止
め
に
応
じる

20 子
へ
の
感
情
・態
度

子
ど
も嫌
い
・出
産
の
後
悔
・可
愛
が
った
り突
き放
した
り・疎

ま
しい
・子
をけ
な
す
・ほ
め
な
い

子
ど
もに
対
す
る虐
待
事
実
の
口
止
め
・子
ど
もの
態
度
や
行
動
を受
け
入
れ
られ
な
い

21 虐
待
自
覚
な
し＊

問
題
意
識
な
し・体

罰
容
認
・しつ

け
主
張
・虐
待
の
隠
蔽
・虐
待
者
をか
ば
う

21-1 ネ
グ
レクト

ケ
ア
状
況
の
怠
慢
・長
時
間
の
放
置
・食
事
や
医
療
を与
え
な
い
・夜
間
放
置

21-2 養
育
意
欲

意
欲
な
し・改

善
意
欲
な
し

22 養
育
知
識

若
年
親
・知
識
不
足
・不
適
切
・期
待
過
剰

23 社
会
的
サ
ポ
ー
ト＊

孤
立
的
・親
族
の
対
立
・親
族
過
干
渉
・保
育
な
し・転

居

24 協
力
態
度
な
し

機
関
介
入
拒
否
・接
触
困
難

25 援
助
効
果
な
し

調
整
改
善
効
果
期
待
で
きな
い

把握非変動家庭養育者

＊
が
保
護
決
定
を考
え
る
際
に
重
要
。ま
た
、は
い
が
15以

上
な
ら保
護
の
可
能
性
が
高
くな
る
。な
お
、15は

あ
くま
で
も

  目
安
で
あ
り、子

ど
もの
年
齢
や
＊
の
項
目
、そ
の
他
の
要
因
を勘
案
して
保
護
を検
討
す
る必
要
が
あ
る
。

＊
の
合
計

子ども

合
計
値

養育状況・態度サポート

記
入
日

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

担
 
当

 
ケ
ー
ス
番
号
 
 
 
 
 
－
 

氏
 
 
 
名
 
 

ジ
ェ
ノ
グ
ラ
ム
 

注
）
加
藤
曜
子
氏
の
了
解
を
得
て
、「
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
市
町
村
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
の
た
め
の
在
宅
ア
セ
ス
メ
ン
ト
指
標
シ
ー
ト
」
を
改
変
し
て
作
成
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記
入
者
氏
名

記
入
日

年
月

日
記
入
者
所
属
・
職

子
ど
も
年
齢
・
（
学
年
）

子
ど
も
氏
名

性
別

生
年
月
日

進
学
等
の
節
目
ま
で
　
　
　
　
　
　
年

入
所
施
設
名

施
設
入
所
日

施
設
入
所
経
過

年
か
月

虐
待
の
内
容
（
子
ど
も
が
虐
待
者
（
　
　
　
　
　
、
以
下
、
虐
待
者
に
つ
い
て
は
親
と
表
記 ）
に
さ
れ
た
こ
と
を
記
述
）

親
の
意
識
（
該
当
に
○
）

親
タ
イ
プ
（
該
当
に
○
）

１
　
育
児
ス
ト
レ
ス
タ
イ
プ

４
　
抑
う
つ
タ
イ
プ

７
　
依
存
タ
イ
プ

Ｃ
Ｄ

２
　
未
熟
タ
イ
プ

５
　
易
怒
タ
イ
プ

Ａ
Ｂ

３
　
愛
情
欠
如
タ
イ
プ

６
　
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害
タ
イ
プ

視点

Ａ
．
家
庭
復
帰
を
進
め
る

Ｂ
．
家
庭
復
帰
に
課
題
あ
り
（
何
が
改
善
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
）

Ｃ
．
家
庭
復
帰
は
不
可
   

　
方
法
：
交
流
前
支
援
／
通
信
／
立
会
面
会
／
面
会
／
立
会
外
出
／
外
出
／
親
子
訓
練
室
利
用
／
訪
問
有
外
泊
／
３
日
未
満
外
泊
／
７
日
未
満
外
泊
／
引
取
前
提
外
泊
／
他

協
議
内
容
等
は
千
葉
県
児
童
相
談
所
子
ど
も
虐
待
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
様
式
「
個
別
支
援
会
議
情
報
共
有
シ
ー
ト
」
「
個
別
支
援
会
議
録
」
に
記
載
す
る
こ
と

子
ど
も
の
行
動
･言
動
等
を
被
害
的
に
受
け
と
め
な
い
。

〔
ア
ル
コ
ー
ル
･薬
物
･入
退
院
繰
り
返
し
･犯
罪
歴
･知
的
障
害
･精
神
症
状
･う
つ
的
〕

育
児
知
識
･技
術
が
備
わ
っ
て
い
る
。

備
え
よ
う
と
い
う
意
欲
や
具
体
的
な
行
動
が
見
ら
れ
る
。

他
の
き
ょ
う
だ
い
の
ケ
ア
（
養
育
）
が
で
き
る
。

子
ど
も
の
知
的
･身
体
的
能
力
へ
の
理
解
が
あ
る
。

〔
能
力
的
に
困
難
〕

そ
の
家
族
を
支
え
る
に
際
し
て
中
心
的
役
割
が
と
れ
る
人
･家
族
に
影
響
力
が
あ
る
人
･相
談

に
来
れ
る
人
･“
困
っ
て
い
る
”
認
識
を
持
つ
人
が
い
る
。

孤
立
し
て
い
な
い
。
ト
ラ
ブ
ル
を
抱
え
て
い
な
い
。
住
環
境
に
問
題
が
な
い
。

地
域
に
活
用
で
き
る
資
源
が
あ
る
。
地
域
に
サ
ポ
ー
ト
体
制
が
あ
る
。

転
校
先
と
の
連
携
が
と
れ
て
い
る
。

援
助
を
受
け
る
姿
勢
が
あ
る
。
児
童
相
談
所
・
市
町
村
・
施
設
里
親
等
と
関
係
が
築
け
る
。

地
域
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
。

言
動
に
配
慮
し
て
い
る
。
体
罰
に
対
し
て
否
定
的
と
な
っ
て
い
る
。
物
を
壊
す
等
し
な
い
。

〔
能
力
的
に
困
難
〕

引
取
り
希
望
が
あ
る
。
家
事
が
で
き
る
。

子
ど
も
の
立
場
･気
持
ち
を
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

引
取
り
た
い
想
い
に
行
動
が
伴
っ
て
い
る
。
夫
婦
間
で
想
い
が
一
致
。

項
目

家
族
全
体

の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を

心
が
け
る
こ
と

面
会
を
希
望
す
る
。
家
族
の
こ
と
を
話
題
に
す
る
。
家
庭
復
帰
を
望
む
気
持
ち
が
あ
る
。

〔
年
齢
的
･能
力
的
に
困
難
〕

対
人
的
ト
ラ
ブ
ル
が
な
い
。
情
緒
安
定
。
明
る
く
な
っ
た
。
自
信
を
も
っ
た
。

将
来
へ
の
夢
や
希
望
を
持
つ
。
本
人
が
大
切
に
思
え
る
こ
と
･人
･も
の
が
あ
る
。

電
気
ガ
ス
水
道
代
家
賃
を
き
ち
ん
と
支
払
え
る
な
ど
の
経
済
基
盤
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。

〔
戸
建
･集
合
･借
家
･持
家
･間
取
り
:　
　
　
　
　
　
　
〕

夫
婦
関
係
が
安
定
。
主
張
の
対
等
性
が
確
保
。
夫
婦
で
子
ど
も
に
面
会
し
よ
う
と
す
る
。

〔
葛
藤
不
満
、
孤
軍
奮
闘
、
同
調
共
謀
、
支
配
服
従
、
暴
力
･Ｄ
Ｖ
〕

施
設
入
所
の
理
由
を
「
自
分
が
悪
い
子
だ
か
ら
」
と
と
ら
え
て
い
な
い
。

施
設
入
所
の
理
由
を
理
解
し
て
い
る
。
自
己
肯
定
感
が
醸
成
さ
れ
て
き
た
。

〔
年
齢
的
･能
力
的
に
困
難
〕

口
止
め
さ
れ
て
も
言
え
る
。
圧
倒
さ
れ
て
も
逃
げ
出
せ
る
。

〔
年
齢
的
･能
力
的
に
困
難
〕

虐
待
は
認
め
な
い
が
行
為
は
認
め
る
。
行
為
も
虐
待
も
認
め
て
い
る
。

虐
待
の
結
果
子
ど
も
の
成
長
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
て
い
る
。
子
ど
も
に
謝
罪
し
て
い
る
。

子
ど
も
の
せ
い
に
し
な
い
。
親
の
都
合
に
い
い
よ
う
誤
っ
た
理
解
を
し
な
い
。

当
に

（
該 やや  

はい
いいえ

やや
いいえ

どちら
とも

子
ど
も
の
健
康
･成
長
･発
育
が
順
調
で
あ
る

【15身
体
の
状
態
／
16精

神
の
状
態
】

施
設
入
所
の
理
由
が
、
親
･児
童
相
談
所
･施
設
里
親

等
の
3者
で
共
有
さ
れ
、
3者
が
引
取
り
を
進
め
る

こ
と
が
適
切
だ
と
考
え
て
い
る

対
人
関
係
や
情
緒
が
安
定
し
、
環
境
や
集
団
に

適
応
可
能
で
あ
る

【16精
神
の
状
態
／
18問

題
行
動
】

引
取
り
を
希
望
し
、
問
題
解
決
に
取
り
組
む

具
体
的
な
準
備
を
し
て
い
る
。

【14家
事
育
児
能
力
／
20子

へ
の
感
情
態
度
／
21-2養

育
意
欲
】

近
隣
･地
域
･親
族
と
の
関
係
に
問
題
が
な
い

【10子
を守
る人
な
し／
23社

会
的
ｻﾎﾟーﾄ】

公
的
機
関
等
に
よ
る
支
援
体
制
が
確
保
さ
れ
て

い
る

【23社
会
的
ｻﾎﾟーﾄ】

評
　
価

　
１
０

　
　
４

虐
待
再
発
時
、
援
助
が
求
め
ら
れ
る

【19意
志
気
持
ち】

虐
待
の
事
実
を
認
め
て
い
る

【21虐
待
自
覚
な
し／
25援

助
効
果
な
し】

　
　
５

　
１
８

　
１
７

　
　
８

通
信
・
面
会
・
外
出
・
外
泊
等
を
計
画
的
に
実
施

し
、
経
過
が
良
好
で
あ
る

　
　
６

子
ど
も
へ
の
怒
り
や
衝
動
を
適
切
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る

【12性
格
的
問
題
／
20子

へ
の
感
情
態
度
】

親
が
精
神
的
に
安
定
し
て
い
る

(必
要
に
応
じ
て
医
療
機
関
と
の
か
か
わ
り
が
も
て
る
)

【11精
神
的
状
態
／
13ｱﾙｺｰﾙ薬

物
】

子
ど
も
の
年
齢
、
発
達
あ
る
い
は
場
面
に

応
じ
、
適
切
な
養
育
が
で
き
る

【14家
事
育
児
能
力
／
17日

常
的
世
話
の
欠
如
／
20子

へ
の
感
情
態
度

　21-1ネ
グ
レクト／

22養
育
知
識
】

　
１
５

　
１
３

★
１
６

★
　
７

　
１
１

不明
はい

★
　
１

相
談
・
支
援
を
受
け
入
れ
る
姿
勢
が
あ
る

親
(虐
待
者
と
し
て
の
き
ょ
う
だ
い
等
も
含
む
)

に
対
す
る
恐
怖
心
が
軽
減
し
、
安
心
･安
定
し
た

自
然
な
接
触
が
で
き
る

【19意
志
気
持
ち】

着
 目
 の
 ポ
 イ
 ン
 ト

該
当
と
思
わ
れ
る
も
の
全
て
を
○
で
囲
む

☆
は
重
要
項
目
 【
ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ連

関
№
】

★
　
９

★
１
４

　
　
２

　
　
３

児
童
相
談
所
も
し
く
は
関
係
機
関
と
の
良
好
な
相
談

関
係
が
も
て
、
適
宜
必
要
な
援
助
が
求
め
ら
れ
る

【24協
力
態
度
な
し】

生
活
基
盤
が
安
定
し
て
い
る

【8経
済
問
題
／
9生
活
環
境
】

　
１
２

家
族
･夫
婦
間
の
問
題
が
な
い
(パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
)

【7家
族
問
題
】

経過

(改
善
さ
れ
て
き
た
ポ
イ
ン
ト
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
)

○
）

継
続
的
な
医
療
を
受
け
る
こ
と
で
安
定
し
て
い
る
。
継
続
的
医
療
を
必
要
と
し
な
い
。

〔
知
的
障
害
･発
達
障
害
･精
神
障
害
･肢
体
不
自
由
･疾
病
〕

親
に
会
い
た
が
る
。
親
の
話
題
に
抵
抗
が
な
い
。
見
捨
て
ら
れ
不
安
の
軽
減
。

親
へ
の
思
慕
･愛
着
が
あ
る
。
面
会
等
の
後
に
不
安
定
に
な
ら
な
い
。

子
ど
も
が
安
心
し
て
親
と
居
ら
れ
る
。
親
の
前
で
自
分
の
意
見
を
自
由
に
言
え
る
。

安
心
･安
全
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
親
子
で
お
互
い
楽
し
く
過
ご
せ
る
。

親
子
が
お
互
い
に
肯
定
的
に
評
価
し
あ
え
る
。
親
子
の
非
言
語
的
な
関
わ
り
が
良
好
。

？

子ども家庭・保護者（　　　　　　　）地域

家
族
関
係
支
援
の
た
め
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

（
　
初
回
　
・
　
　
　
　
回
目
　
）

虐
待
の
認
知
あ
り

家
庭
復
帰
へ
の
希
望
が
あ
る

(施
設
が
嫌
だ
か
ら
等
の
消
極
的
な
理
由
で
な
い
)

【19意
志
気
持
ち】

虐
待
に
対
す
る
認
知
に
改
善
が
見
ら
れ
る

【19意
志
気
持
ち】

 



 
30

    

家
族
関
係
支
援
の
た
め
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
裏
面
に
印
刷
す
る
も
の

 

 
使
用
に
際
し
て

 
○
こ
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
、
分
離
保
護
（
一
時
保
護
･施
設
入
所
･里
親
委
託
）
中
の
子
ど
も
の
親
子
交
流
や
家
庭
復
帰
を
検

討
す
る
段
階
を
迎
え
た
と
き
な
ど
に
、最
低
限
押
さ
え
て
お
く
べ
き
項
目
を
整
理
し
た
も
の
で
す
。着
目
の
ポ
イ
ン
ト
を

参
考
に
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
を
５
段
階
で
チ
ェ
ッ
ク
し
、取
り
巻
く
環
境
を
含
め
た
当
該
家
族
の
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
確

認
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
（
年
齢
等
に
応
じ
て
考
慮
す
る
項
目
が
あ
り
ま
す
）。
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
に
あ
た
っ

て
は
、
各
種
の
情
報
を
吟
味
し
、
支
援
者
間
で
共
通
確
認
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
客
観
性
を
確
保
す
る
こ
と
を

十
分
に
意
識
し
、子
ど
も
と
日
常
的
に
接
し
て
い
る
施
設（
フ
ァ
ミ
リ
ー
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
･保
育
士
･里
親
等
）や
、

地
域
の
関
係
機
関
と
協
働
し
て
共
通
理
解
を
図
る
よ
う
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。
 

○
チ
ェ
ッ
ク
項
目
に
「
は
い
」
の
数
が
多
い
ほ
ど
そ
の
家
族
は
安
全
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
よ
り
多
く
の
項
目
に

お
い
て
「
は
い
」
に
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
が
交
流
･家
庭
復
帰
の
原
則
で
す
が
、
全
て
の
項
目
に
お
い
て
「
は
い
」
に

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
な
い
限
り
交
流
･家
庭
復
帰
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

○
否
定
的
に
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
項
目
に
つ
い
て
は
、虐
待
が
再
発
す
る
リ
ス
ク
を
適
切
に
認
識
し
た
上
で
、リ
ス
ク
に
対
抗

し
う
る
手
立
て
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
家
庭
復
帰
を
判
断
す
る
上
で
重
要
に
な
り
ま
す
。
 

○
「
は
い
」
の
数
が
い
く
つ
以
上
だ
か
ら
家
庭
復
帰
で
き
る
、
と
い
う
よ
う
な
機
械
的
な
使
い
方
は
避
け
、
家
族
と
地
域
の

支
援
体
制
を
総
合
的
に
判
断
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
な
お
、
本
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
活
用
方
法
と
し
て
は
、
家
族
の
変
化
を
追
っ
た
援
助
を
組
み
立
て
る
た
め
に
、
子
ど
も
が
施

設
に
入
所
し
た
時
点
、
入
所
中
、
家
庭
復
帰
を
検
討
す
る
時
点
と
い
う
よ
う
な
援
助
の
節
目
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
点
で
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
っ
た
使
い
方
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

○
い
ず
れ
の
使
い
方
で
あ
っ
て
も
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
は
あ
く
ま
で
も
ひ
と
つ
の
ツ
ー
ル
で
す
。そ
の
限
界
を
理
解
し
た

上
で
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
 

虐
待
す
る
親
の
タ
イ
プ

 
１
．
育
児
ス
ト
レ
ス
タ
イ
プ
 

育
児
ス
ト
レ
ス
は
ど
の
家
庭
に
も
あ
り
ま
す
が
、
母
親
の
性
格
上
、
手
抜
き
を
し
な
い
で
完
璧
な
子
育
て
を
目
指
し
て

い
る
“
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
マ
ザ
ー
 ”
で
あ
っ
た
り
、
優
等
生
的
母
親
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
夫
や
周
り
か
ら
の
支
援
が
あ
れ

ば
行
き
詰
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
す
が
、
夫
と
の
確
執
や
不
信
感
、
非
協
力
、
実
家
や
舅
姑
か
ら
も
孤
立
し
て
い
く
と
、

生
活
や
育
児
、
家
族
関
係
等
に
ま
つ
わ
る
ス
ト
レ
ス
が
子
ど
も
に
向
か
う
よ
う
に
な
り
、
虐
待
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い

き
ま
す
。
 

２
．
未
熟
タ
イ
プ
 

こ
の
タ
イ
プ
は
生
活
基
盤
、
経
済
力
、
育
児
力
、
家
族
機
能
全
体
が
弱
く
、
育
児
知
識
や
育
児
体
験
も
充
分
で
な
い
な

か
妊
娠
・
出
産
し
、
子
ど
も
を
安
全
に
育
て
る
力
に
欠
け
る
た
め
養
育
の
怠
慢
や
放
任
が
起
こ
り
、
子
ど
も
の
発
育
や
発

達
に
遅
れ
が
生
じ
る
こ
と
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
 

３
．
愛
情
欠
如
タ
イ
プ
 

こ
の
タ
イ
プ
は
愛
着
に
問
題
が
あ
る
た
め
、
子
ど
も
へ
の
愛
着
行
動
が
非
常
に
少
な
い
か
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ

ま
す
。
子
ど
も
に
は
拒
否
感
や
嫌
悪
感
を
も
っ
て
い
る
の
で
育
児
や
世
話
も
滞
り
が
ち
で
、
愛
情
を
か
け
た
り
す
る
こ
と

が
少
な
く
、
そ
れ
が
慢
性
に
持
続
し
て
い
く
と
情
緒
的
、
心
理
的
な
障
害
を
起
こ
し
て
成
長
障
害
を
み
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
成
長
ホ
ル
モ
ン
は
正
常
で
あ
る
の
に
、
親
が
育
て
て
い
る
と
身
長
や
体
重
の
伸
び
が
非
常
に
悪
い
の
が
特
徴
で
す
。

時
に
は
暴
言
や
身
体
的
虐
待
を
伴
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
親
は
援
助
や
介
入
を
拒
否
し
が
ち
で
、
信
頼
関
係
を
つ
く
る
の

が
難
し
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
 

４
．
抑
う
つ
タ
イ
プ
 

出
産
後
数
ヶ
月
内
に
心
身
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
気
分
障
害
（
産
後
う
つ
病
な
ど
）
に
陥
り
、
医
療
や
支
援
を
必
要
と
す

る
状
態
に
な
っ
て
い
る
母
親
で
す
。
赤
ち
ゃ
ん
を
産
ん
だ
の
に
幸
せ
な
気
分
に
な
れ
な
い
、
無
気
力
、
自
責
感
、
思
考
力

低
下
、
集
中
力
低
下
、
決
断
力
減
退
、
子
ど
も
や
夫
に
愛
情
を
感
じ
な
い
、
疲
労
感
な
ど
症
状
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
自
律

神
経
失
調
症
、
う
つ
病
、
家
族
の
死
や
ト
ラ
ブ
ル
、
失
職
、
住
環
境
に
不
満
足
な
ど
の
発
症
要
因
が
関
係
し
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
希
死
念
慮
は
少
な
い
で
す
が
、
時
に
母
子
心
中
や
子
殺
し
も
あ
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。
 

５
．
易
怒
タ
イ
プ
 

短
気
で
“
キ
レ
”
や
す
く
、
さ
さ
い
な
こ
と
で
感
情
が
爆
発
し
、
暴
力
や
暴
言
、
威
嚇
に
よ
っ
て
人
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
よ
う
と
す
る
タ
イ
プ
で
す
。
過
去
、
現
在
い
ず
れ
か
に
反
社
会
的
な
行
動
や
DV、
覚
せ
い
剤
乱
用
、
対
人
関
係
ト
ラ
ブ

ル
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
見
極
め
が
重
要
で
す
。
権
威
の
な
い
人
に
は
慇
懃
無
礼
な
態
度
を
見
せ
る
と
か
、
権

威
の
あ
る
人
に
は
“
見
せ
か
け
の
従
順
さ
”
を
装
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
が
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
と
、
し
つ
け

と
称
し
て
体
罰
を
加
え
た
り
し
ま
す
。
子
ど
も
の
“
泣
き
”
へ
の
対
処
が
で
き
ず
、
キ
レ
る
と
乳
幼
児
を
揺
さ
ぶ
る
危
険

性
も
あ
り
ま
す
。
 

６
．
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害
タ
イ
プ
 

医
師
か
ら
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害
と
診
断
が
つ
い
て
い
る
、
あ
る
い
は
疑
わ
れ
る
よ
う
な
病
理
や
症
状
な
ど
が
あ
り
、

子
ど
も
を
虐
待
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
虐
待
す
る
か
も
し
れ
な
い
タ
イ
プ
で
す
。
感
情
が
不
安
定
で
、
衝
動
的
、
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
き
な
い
激
し
い
怒
り
や
抑
う
つ
、
焦
燥
感
な
ど
気
分
の
変
動
が
大
き
く
、
自
傷
行
為
、
浪
費
や
妄
想
、
解
離
状

態
な
ど
精
神
病
症
状
に
近
縁
の
症
状
が
出
現
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ

り
ま
す
が
、「
境
界
性
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害
」
が
多
い
で
す
。
過
去
に
性
被
害
や
深
刻
な
被
虐
待
環
境
を
生
き
抜
い
て
き

た
外
傷
体
験
が
起
因
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
見
捨
て
ら
れ
感
が
強
い
た
め
、
基
本
的
な
信
頼
関
係
の
構
築
が
難
し

く
、
理
想
化
と
攻
撃
性
な
ど
人
間
関
係
の
距
離
の
取
り
方
に
も
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。
解
離
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
時

の
こ
と
を
覚
え
て
い
な
い
の
で
危
険
性
を
十
分
に
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

７
．
依
存
タ
イ
プ
 

ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
乱
用
や
依
存
、
摂
食
障
害
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
な
ど
の
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
嗜
癖
）
問
題
を
抱
え

て
い
る
家
族
の
子
育
て
で
起
こ
る
虐
待
で
す
。
母
親
・
父
親
の
生
育
歴
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
幼
い
頃
か
ら
過

酷
な
環
境
（
施
設
、
親
戚
な
ど
た
ら
い
ま
わ
し
、
親
の
遁
走
、
被
虐
待
、
性
被
害
な
ど
）
を
生
き
の
び
て
き
た
親
に
見
ら

れ
ま
す
。
家
族
関
係
を
聴
取
す
る
と
世
代
間
連
鎖
の
有
無
は
重
要
な
要
因
で
す
。
キ
ッ
チ
ン
ド
リ
ン
カ
ー
や
思
春
期
か
ら

の
親
と
の
葛
藤
で
拒
食
傾
向
に
あ
る
と
か
、
酒
乱
で
未
治
療
、
DV
の
有
無
な
ど
家
族
病
理
の
観
点
で
子
ど
も
へ
の
虐
待
に

介
入
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
 

 参
考
･引
用
文
献
:徳
永
雅
子
「
子
ど
も
虐
待
の
予
防
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
～
親
子
の
支
援
と
対
応
の
手
引
き
～
」
147－

274頁
.中
央
法
規
出
版
 2007年
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